
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
★静岡市・伊豆市・下田市・南伊豆町・松崎町・西伊豆町にお住まいの方
★駿河湾フェリーを往復利用される方
★乗船日当日または前日に、駿河湾フェリーを利用して病院に通院（健康診断含む）

された方

※ 通院されたご本人のみ復路分の旅客運賃が無料となります
※ 申込みには、病院などの医療機関に通院した際の領収書や診療明細書等、

通院を証明する書類の提示が必要です。券売所にご提示ください。

■キャンペーン対象

令和７年11月17日（月）～令和８年２月28日（土）
※予算額に達し次第、早期に終了する場合があります。

■キャンペーン期間

★ 利用申込書に必要事項をご記入のうえ、清水港または土肥港の券売所に提出してください ★

環駿河湾観光交流活性化協議会では、駿河湾フェリーを活用した医療機関の受診を促進
するため『住民限定駿河湾フェリー通院利用促進キャンペーン』を実施します。

～住民限定駿河湾フェリー通院利用促進キャンペーン～

静岡市・伊豆市・下田市・南伊豆町・松崎町・西伊豆町の住民限定

環駿河湾観光交流活性化協議会

無料

通院・検診など医療機関の利用で

復路の旅客運賃を にします！
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